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2020年 3月期（第 120期）の配当予想の修正及び 

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 459条第 1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2020年 3月期の配当予想の修正及び会社法第 459条第 1項及

び当社定款の規定に基づく自己株式取得に係る事項について、下記の通り決議しましたので、お知らせ

します。 

 

記 

 

１． 配当予想の修正及び自己株式取得を行う理由 

2019年度の利益及びキャッシュ・フローの拡大など財務状況の改善を踏まえ、事業環境なども総合

的に勘案し、株主還元の充実と資本効率の向上を図るため実施するものです。 

 

 

２．配当予想の修正の内容 

  当期の期末配当予想を、1株当たり 80円から 100円に修正します。これにより、年間配当金は、中

間配当金 80 円とあわせて、180 円となる予定です。なお、2020年 3 月期末の配当については、2020

年 5月開催予定の取締役会において正式決定します。 

 

 年間配当金（1株当たり） 

基 準 日 第 2四半期末 期 末 合 計 

前 回 予 想  80円 160円 

今 回 修 正 予 想  100円 180円 

当 期 実 績 80円   

前 期 実 績 

（2019 年 3 月期） 
7円 80円 － 

※ 当社は、2018年 10月 1日付で普通株式 10株につき 1株の割合で株式併合を実施しました。前期実

績（第 2四半期末）については、当該株式併合前の実際の配当金額を記載しています。また、年間配

当金合計については、単純合算できないため、「－」と表示しています。株式併合後の基準で換算し

た 2019年 3月期の合計額は 150円となります。 

 

 



 

３．自己株式取得に係る事項の内容 

(1) 取得対象株式の種類 普通株式 

(2) 取得し得る株式の総数 5,500,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.71%） 

(3) 株式の取得価額の総額 500億円（上限） 

(4) 取得期間 2020年 2月 3日～2021年 2月 2日 

(5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付 

（注）市場動向等により、一部または全部の取得が行われない可能性もある。 

 

（参考）2019年 12月 31日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を含む）   207,001,821株 

自己株式数              4,319,366株 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


